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障害保健福祉施策の動向

令和 5年 11月 16日

厚生労働省 社会・援護局

障害保健福祉部 障害福祉課

1.障 害福祉 制度を とりま く状況
2,障 害者総 合支援 法等の改正 について
3,令 和 6年度峰書福祉 サ ービス等報酬改定 について
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● 2022年 9月 9日、ジユネーブにおいて8月 22日 及び23日 に行われた第 1回政府報告審査を

踏まえた障害者権利委員会の総括所見が公表された。
●2014年の障害者権利条約締結以降、我が国が同条約を履行する上で進めてきた立法措置や取

組について肯定的に評価する一方、障害者施策に関する多岐にわたる事項についての勧全等が盛り込

まれた。

【総括所見のポイント】
1.肯定的に評価された主な立法措置及び取組

● 障害者情報アクセツビリテイ・コミュニケーション施策推進法施行、障害者差別解消法改正、障害者雇用促進

法改正等
● 第4次障害者基本計画策定、障害者政策委員会の設置等

2_主な勧告事項

(1)一般的原則及び義務 (第 1条～第 4条 )

。 障害者の保護に関するすべての法政策と障害者権利条約の調和

● 政策意思決定過程における障害者団体との協議及び協力の確保

●「心身の故障」等侮蔑的用語の廃止

● 優生思想及び非障害者優先主義への対応

(2)個別の権利 (第 5条～第 30条 )

。 あらゆる分野における合理的配慮の確保     ● 障害者の脱施設化及び自立生活支援

● ジェンダーの視点の主流化           ● インクサレーシブ教育の確保

● 非自発的入院及び治療の廃止         ● 民間。公共セクターにおける障害者雇用の迅速化

● 成年後見制度の廃止

3_今後のスケジユール
● 2028年 2月 に第 2回定期報告の提出を求められている。

2022年 10月
外務省人権人道課
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1.障害福祉制度をとりまく状況

2.障害者総合支援法等の改正について

3.令租 6年度障害福祉サービス等報酉井l改定について
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障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により
ズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、

障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域庄活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労二―

⑥精神障害者の希望や二―ズに応じた支援体制の整備、C難病患者及び小児慢性特定疾病児重等に対する適切な医
つ し す

翌覆訴恣ε更呉癸瑠 せ馨を程す
ョ輔 曼垂塔甥 窓餐臨 基象ちぬ朧 琴佑盈亀を担う地② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担

域生活支援拠点等の整備を市呼村の努力義務とする。

③ 都道府県及び市町村が実方tする精神保健に関する相談支援について、精神

「

早害者のほか精神保健に課題を抱える者も苅象にできるようにするとともに、これら

の者の心身の状態に応した適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

ほ苛嘉聖留妥豚講雲零解 適l′ Lの調
樫 蟄雖鰹 露謎錢!σ

テF
法を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、八□一ワークはこの支援

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に

おいて算定できるようにする。

① 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する励成指置を強化する。

3.精神障害者の希望やニーズに応した支援体制の整備 〔痛紳保健権祉法〕

① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほ

か、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要作の確認を行う。

② 市∬ヽ 長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁事に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事

業」を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都

道府県等に通報する仕組みを整備する。

4.難病患者及び小児慢性特定疾病児童書に対する通切な医療の充実及び療養生活支援の強化 【難病法、児童纏社法】

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児重等に対する医療貴助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。

② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難
「

内本目談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者

の連携を推進するなど、肇病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

障害 DB
【陣嘗著盆合支援法 児重福aじ法、磐病法】

ため、第二者提供の仕組み等の規定を整縞 する。

6.そのl也 〔障害者総合支l長法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出るイ士辛且みを倉ll設する。

② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追力回する。                                   等
t~分メまか、                 ど碧 すめ 坊 つ周司剖 恨 I環距蹂第 フ駒 ltttttIヽ 】 票河腰め続 磁残笥誌布う。

D DBについて、

24

施 行 期 日

改 正 の趣 旨

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律 鈴和4年法律第10得)の概要 缶琴田4年■2月 10日 成立、同月16日 公布)

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会 (イメージ)

O障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすこと

ができる体制の構築を目指す。このため、本人の希望に応じて、

:             
田醒

等を推進する。

設定

等

入院患者への訪問相談
退院支援の拡充 <事業所・施設>

地域生活支援
拠点等の市町
村整備の努カ
義務化

等

斎彗

蔭I

の

<グループ本一ム>
居宅生活に向けた支援等

田轟鏑翻窪務
1と

■ 製 麟 臨
る相

等
(障害者雇用)

中 設
一般就労中の就労系福
祉サービスの一時的利用
<企業>
雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者(10H以上
20H未満)に対する実雇用

<障害福祉>

等
ピアサポート活動 皮達。題味等

障害福祉

施設からの退所

訪F口]相談支援等
離

鋼 陛

雪鑑

デ由域の助け合し

ネ

一一
一

、ヽ

<都道府県等>
小児慢性l特定疾病児童等自立支援事業の強

円滑な利用促

<国 > データベースの整備
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現行の支援内容

☆ 主として夜間において、共同生活を営むペ

肇伝界墨宅豚尼智詮上金至あ整品雇垂焔
食

☆利用者の就労先又は国中活動サービス等と
の連絡調整や余B眼活動等の社会生活上の援
助を実施

+

事業所数 利用者数については、国保連令和4年4月サーヒス提供分実績

26

現状・課題

|○

10
グループホームでは、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、〕Fせつ、食事等の日常生活上の支援が行われている。

近年、グループホームの利用者は増加しており、その中には、グループホームでの生活の子出続を希望する者がいる一方で、

アパートなどでの一人暮らし等を希望し、生活上の支援があれば一人暮らし等ができる者がいる。

―

○ グ)レープホームにおいて、地域で生活する上での希望や課題を本人と確認しつつ、一人暮らし等に向けた支援を提供すること

が求められていることを踏まえ、グループホームの支援内容として、一人喜らし等を希望する利用者に対する支援や遇居後の一

人書らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、障害者総合支援法において明確化する。

※ ただし、グループホームにおける継続的な支援を希望する者については、これまでどおり、グループホームを利用することができる。

見直しのイメージ

一人暮らし等を希望する場合

翌昼尾;宅
笙昆尺落杉帰早霧寿雇お宅磐イこ畠季署藉暴会周妻獲c秘

II二う

直接l'll'
GH入居中 :一人暮らし等に向けた調理や掃除等の家事支援、

買い物等の同行、金銭や服薬の管理支援、住宅

確保支援

GH退居後 :当該グループホームの事業者が相談等の支援を
一定期間継続

1

1-① グループホーム利用者が希望する地域生活の継続・実現の推進

相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設として、平成24年から法律で位置づけられたが、設置市町村

は半数程度にとどまっている。

o 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を平成27年から推進し

て き た が 、 約 5割 の 市 町 村 で の 整 備 に 留 ま っ て い る 。 ※缶 a3年 4月 時盛 鮪 捌 全 1741市 I「了Ⅲ寸)り 姓 活支援男瞭 等つ21市 町村(53%)′藝 争梱談支援センターおフ3市 町村(50%)

○ 市町村では、精神保健に関する課題が、子育て、介護、困窮者支援等、の野を超えて顕在化している状況。また、精神保健に関する課題は、複雑多

地域生活支援拠点等を障害者総合支援法に位置付けるとともに、その整備に関する市町村の努力義務等を設ける。

地域の協議会で障害者の個々の事例について情報共有することを障害者総合支援法上明記するとともに、協議会の参加者に激:9る守秘義務及び関係機関に

よる協議会への情報提供に関する努力義務を設ける。

o 市町村等が実施する精神保健に関する相説支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者 (※ )も対象にできるようにするとともに、これら

の者の心身の状態に応した適切な支援の包括的な確保を目とすることを明確化する。また、精神保健福祉士の業務として、精神保健に課題を抱える者等に

〇

〇

〇

○

現状・課題

見直し内容

本人・家族等の支援に向けた体制整備のイメージ

※本人や家族等からの相談

日常的な相談レク

ェ韓 :E⇒ J狂
=丞

妻聟篭

曾£
主任相談支援専門員等

③協議会 (個別事例を通じた地域課題の共有、地域の支援体制の

寸「口■本,(①～③の整備・設置主体)

日常的な支援

サービス利用
計画策定等

Ⅷ

①基幹相談支援センター
(地域の相談支援の中核機関 )

都 道府 県 (管内市町村における整備や機能の充実に向けた広域的な支援 )

27
Ｉ
Ｌ
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※人材確保 体制整備、のため施行に向けて また、

28

障
害
者
本
人

障害福乱施策に基づき就労支援を進あてしヽる。来良商企業止れもo方入〔絨 素障曇読巌にとえ塾勧忙痛オδ方天ち崎労
O 障害者の就労能力や適1畦等については、現在も就労系障害福ネ止サービスの利用を開始する段階で}巴握しているが、それらを踏まえた

働き方や就労先の選択には結びついていない面や、必ずしも質が担保されていない面がある。
O 就労を希望する障害者のニーズや社会経済状況が多様化している中で、障害者が働きやすい社会を実現するため、一人一人の障害者

・ 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力
や適性等に合つた選択を支援する新たなサービス (就労選択支援)を創設する (障害者総合支援法)。

・八ローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等を実施するものとする (障害者雇用イ陛 法)。

O就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用
・ 企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、体耳説から復職を目指す場合 (※ )に、その障害者が一般就労中

であつても、́就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づける (障害者総合支援法)。  (※ )省令で規定

O雇用と福祉の連携強化

とが求められてし支ヽ援を提供すた 、よ るきめ細かし る 。

(イメージは下図)

本人と協同して作成したアセスメントlr吉果を支給決定等1こおいて勘票

就労継続支援 B型事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援A型事業所

事
業
者
等
と
の
連
絡
調
整

就
労
ン
セ

ス
メ
ン
ト

の
活
用

就労能力や適性を客観的 に評価

するとともに、本人の強みや課
題を明らかにし、就労に当たっ

て必要な支援や配慮を整理

障
害
者
本
人
と
協
同

アセスメント結果の作成

本人への情報提供等

作業場画等を活用した状況把握

多機関連携によるケース会議

八日―ワーク等

アセスメント結果を絲 えて
職葉指導等を実施

現状・課題

見直し内容

就労選択支援のイメージ

2-①  就 労 アセス メ ン トの手法を活用 した支援の制度化等

煎
|○ 市日J村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握 し、必要なサービスの提供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は

'1 都道府県が行うため、地域のニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘がある。        |

車
―ビス の つ とヽ の

※ 指定都市等は、 自ら事業者の指定に際 して条件 を付す ことがで きること等を政令 で規定予定。

③
意
見

②́
申
請
の
通
如

′́／
「　

　

‐

一Ю餘鮒陸醐純上
|      (新 規・既存)

29

見直しのイメージ
【想定される条件 (例)】

1)市町村の計画に記載された障害福祉サービスのニーズを踏まえ、事業者の

サービス提供地域や定員の変更 (制 限や追加)を求めること

2)計画に中重度者やある障害種別の方の受入れ体制が不足している旨の記載
がある場合、事業者に対して研修参加等によりその受入れの準備を進める
こと

3)サ ービスが不足している近隣の市町村の障害児者に対 してもサービスを提

供すること

4)計画に地域の事業者が連携 した体制構築に関する記載がある場合、事業者
のネットワークや協議会に、事業者が連携・協力又は参加すること

*計画に記載されたニーズや目標等 と関係のない市町村の意見の申し出や

条件は適当ではない

6地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入

- 15 -



在会保,章 審霊会障害者部会

資群 9

障害福祉サービス等報酬改定検討チームについて
―
 障害福祉サービス等に係る報酬について、報酬改定の検討を行うため、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を開
:催し、アドバイザーとして有識者の参画を求めて～公開の場で検討を行う。

検討過程の客観性・透明性の担保のために参画

主査   厚生労働大臣政務官

副主査  厚生労働省障害保健福祉部長

副主査補 こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)

構成員

厚生労働省障害福祉保健部 企画課長

障害福祉課長

精神・障害保健課長

期 と活・ヨ鼈語目爬筈き
～
書偕費↓署Jttf髯

職業安定局雇用開発部 障害者雇用対策課
(オブザとバー)

こども家庭庁支援局 障害児支援課長

※ 主査が必要と認める時は、関係者から意見を聞くことができる。

【検討項目】 (1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査

(2)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定 等

<令和 6年度報酬改定チーム検討スケジュール (イ メージ)>

令和 5年 5月 22日 (月 )  第28回報酬改定検討チーム (今後の検討の進め方について)

7月 ～8月     関係団体ヒアリング (6回程度 )

8月 中      関係団体ヒアリングの意見まとめ、論点整理

9月 ～10月     各サービスの報酬等の在 り方について検討

‖月       サービス横断的な報酬等の在り方について検討

12月        報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ

令和 6年 2月       障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ
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1

秦野市福祉部障害福祉課長

明治大学教授

兵庫県立大学大学院経営専門職医療介護

マネジメント教授

早稲田大学人間科学学術院教授

筑波大学人間系教授

豊中市こども未来部はぐくみセンターおやこ保健課

主幹、豊中市立児童発達支援センター所長

東京大学社会科学研究所

社会調査・データアーカイブ研究センター教授

埼玉医科大学総合医療センター名誉教授、

佐久大学客員教授

毎日新聞客員編集委員

成田地域生活支援センター施設長

日有村 大士

石川 貴美子

石津 寿恵

井出 健二郎

香

温

康

崎

澤

容

岩

小
高

佐藤 香

田村 正徳

野澤 和弘

ヒアリング団体一覧

O令 和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングは、以下の団体を対象とする。

一般財団法人全日本ろうあ連盟

一般社団法人全国医療的ケア児者支援協議会

一般社回法人全国介護事業者連盟

一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会

一般社団法人全国児童発達支援協議会

一般社団法人全国重症心身障害国中活動支援協議会

一般社団法人全国重症児者デイサービス・ネットワーク

ー般社回法人全国精神障害者福祉事業者協会

一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会

一般社団法人全日本自閉症支援者協会

一般社団法人日本ALS協会

一般社団法人日本筋ジストロフィー協会

一般社国法人日本自閉症協会

一般社回法人日本難病・疾病団体協議会

一般社団法人日本発達障害ネットワーク

ー般社団法人全国地域で暮らそうネットワーク

きょうされん

公益財団法人日本知的障害者福祉協会

公益社団法人全国精神保健福祉会連合会

公益社国法人全国脊髄損傷者連合会

公益社団法人日本精神神経科診療所協会

公益社団法人日本医師会

公益社回法人日本看護協会

公益社団法人日本重症心身障害福祉協会

公益社回法人日本精神科病院協会

社会福祉法人全国重症心身障害児(者 )を守る会

社会福祉法人全国盲ろう者協会

社会福祉法人日本身体障害者団体連合会

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

障害者自立支援法違憲訴訟団

障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

全国医療的ケアライン

全国肢体不自由児施設運営協議会

全国社会就労センター協議会

全国障害者自立訓練事業所協議会

全国自立生活センター協議会

全国身体障害者施設協議会

特定非営利活動法人DPI日 本会議

特定非営利活動法人就労継続支援A型事業所全国協議会

特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク

特定非営利活動法人全国就労移行支援事業所連絡協議会

特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会

特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク

特定非営利活動法人難病のこども支援全国ネットワーク

特定非営利活動法人日本失語症協議会

特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会

特定非営利活動法人日本高次脳機能障害友の会

独立行政法人国立病院機構

日本肢体不自由児療護施設連絡協議会

(計 49団体、五十音順)
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令和 6年度障害福祉サー ビス等報酬改定に向けた主な論点

はじめに

障害福祉サービス等報酬改定検討手―ム

第35コ (Rう 881) 資|11

O 障害者自立支援法 (現・障害者総合支援法)の施行から17年が経過 し、現在、障害福祉サービス等の利用者は約150万人、
国の予算額は約 2兆円となつており、施行時と比較すると、それぞれ約 3倍以上となるなど障害児者への支援は年々拡充して
いる。

○ また、令和 3年 12月 に「障害者総合支援法改正法施行後 3年の見直しについて～ 中間整理 ～」がとりまとめられ、同報
告書に基づき児童福祉法等の一部改正が行われ、さらに令和 4年 6月 に「障害者総合支援法改正法施行後 3年の見直しについ
て～社会保障審議会 障害者部会 報告書～」がとりまとめられた。同報告書に基づき、障害者総合支援法・精神保健福祉法

―

等の一部改正が行われたところであるが、障害福祉サービス等報酬の改定により対応すべき事項についても、同報告書におい
て指摘されている。

O またこの間、「障害児通所支援に関する検討会」や「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討
会」、「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」等の各種検討会における報告書等がとりまとまり、これを
踏まえた対応が求められている。

さらに、本年 5月 には、令和 6年度から令和 8年度までの第 7期障害福祉計画及び第 3期障害児支援計画を作成するための
基本方針が示された。

O 次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定となる今回の改定では、障害の重度化や障害者の高齢化、
強度行動障害を有する者、医療的ケア児や医療的ケアが必要な障害者、精神障害者の地域移行の進展などに伴う障害児者の
ユーズの多様化に対応するため、適切なエビデンスに基づき施策を強化する必要がある。

○ 加えて、今般の物価高騰や賃金上昇、人材確保の必要性、経営の状況等を踏まえ、利用者に必要なサービスを提供できるよ
う、必要な対応を行う必要がある。サービス間・制度間の公平性や制度の持続可能性の確保が重要な課題である中で、こうし

―

た観点を踏まえた上で、メリハリのきいた報酬体系とする必要がある。

O このような状況等を踏まえ、令和 6年度障害福祉サービス等報酬改定において検討を行う際の主な論点について、報酬改定
チームでの団体ヒアリングにおける意見も参考としつつ、以下のとおり整理 し、今後検討を進めていくこととしてはどうか。

<主な論点 (案)>
司 障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

2 社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズヘのきめ細かな対応

3 持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し

※ 上記の論点は現時点のものであり、今後議論を進めていく中で変更することがあり得る。

36

1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

(司 )障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実

○ 地域共生社会を実現する地域づくりを推進する中で、障害者の入所施設や病院からの地域移行を進め、障害者がどの

地域においても安心して地域生活を送れるよう、障害者が希望する多様な地域生活の実現に向けた支援の充実や地域生活

支援拠点等の整備の推進を図るための方策を検討しつつ、各サービスの支援の質の確保を図る必要があるのではないか。

O 障害者が希望する生活を実現するために重要な役割を担う相談支援について、質の向上や提供体制の整備を図るための

方策を検討する必要があるのではないか。

O 障害者本人の選択の機会を確保し、本人の意思が尊重され、希望する暮らしを実現するための意思決定支援を推進する

方策を検討する必要があるのではないか。

○ 自らも障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら障害者のための支援を行うピアサポー トの取組は、障害者の
エンパワメント等の観点から重要な意義があることを踏まえつつ、さらに促進 していくための方策を検討する必要がある |
のではないか。

O 障害者支援施設については、施設が果たしている重度障害者等に対する専門的な支援の役割を踏まえつつ、施設の有す

る知識等を地域の事業者へ違元するとともに、施設からの地域移行を進めるための方策を検討する必要があるのではない

か 。

<想定される検討事項>
障害の重度化や障害者の高齢化など、地域のニーズに対応するための方策

強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実を図るための方策

地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた障害者の地域移行を促進するための方策

グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現、支援の実態に応じた適切な評価のための方策

地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実

相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策

障害者の意思決定支援を推進するための方策

障害者 ピアサポー トの取組の促進に向けた方策

37
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1,障 害者が希望する地域生活を実現する地域づくり (つづき)

(2)医療と福祉の連携の推進

O 診療報酬、介護報酬と同時改定である機会をとらえ、障害の重度化や障害者の高齢化、医療的ケア児や医療的ケアが

必要な障害者、精神障害者、難病患者などへの支援の必要性を踏まえ、多様な障害特性にも配慮 しつつ、保健・医療、

福祉及びその他の施策の連携を推進するための方策を検討する必要があるのではないか。

<想定される検討事項>
相談支援と医療との連携のさらなる促進策

医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実を図るための方策

重度障害者が入院 した際のコミュニケーション支援の充実

障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上

(3)精神障害者の地域生活の包括的な支援

O 精神保健福祉法改正に伴い、医療、障害福祉・介護、住まい、就労等の社会参加、地域の助け合い、教育・普及啓発

が包括的に確保された「精神障害にも対応 した地域包括ケアシステム」の構築をさらに推進する必要がある。

そのためには、地域の連携体制の構築、地域移行や虐待防止の取組等について、さらなる充実方策を検討する必要が

あるのではないか。

<想定される検討事項>
精神障害者の医療と相談支援との連携のさらなる促進策

精神障害者の退院支援に資する地域生活支援拠点等の整備を推進するための方策

精神障害者の虐待防止を図るための方策

38

2.社 会の変化等に伴う障害児 B障害者のニーズヘのきめ細かな対応

(1)障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築

O 発達障害の認知の広がりや女性の就業率上昇に伴う預かりニーズの増加により、児童発達支援や放課後等デイ

サービスのサービス量が大きく拡充している一方で、支援の質の確保、インクルージョンの推進が重要な課題と

なつている。児童発達支援センターの中核的役割の発揮をはじめ、地域の支援体制を強化するための方策を検討する

必要があるのではないか。

O 障害児への支援に当たつては、個々の特性や状況に応じた適切な支援の提供が図られるようにするとともに、家族

全体を支援していく視点や、支援にあたる事業所間や、保健、医療、保育、教育、社会的養護など、こどもと家族を

取り巻 く関係機関間で連携 して取り組んでいく視点が重要であり、そうした取組を強化するための方策を検討する必

要があるのではないか。

<想定される検討事項>

児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を発揮するための方策

児童発達支援センターの類型 (福祉型・医療型)の一元化のための方策

障害児通所支援における支援の実態に応じた適切な評価のための方策

総合的支援の提供、インクルージョンの推進のための方策

障害児入所施設から成人としての生活への円滑な移行の支援に関する方策

医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児の支援の充実を図るための方策

家族支援や関係機関間の連携を強化するための方策

障害児相談支援の適切な実施・質の向上や提供体制を整備するための方策

39
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(2)障害者の多様なニーズに応じた就労の促進

i

O 障害者の一般就労への移行や就労支援施策は着実に進展しているものの、利用者や働き方の多様化等、障害者の就労
を取り巻 く環境も変化している。こうした変化や課題に対応 し、さらに障害者の就労を支援するため、雇用施策と福祉
施策の一層の連携強化を図りながら、障害や病気があつても本人が希望を叶え、力を発揮 して活躍できる働きやすい社
会を実現するための方策を検討する必要があるのではないか。

O 障害者の希望や能力に沿つた就労を支援するためには、本人の就労ニーズや能力・適性とともに、就労に必要な支援
や配慮を整理し、個々の状況に応じた適切な就労につなげる新しい障害福祉サービスである就労選択支援を着実に実施
する必要があるのではないか。

<想定される検討事項>

企業等で雇用される障害者の定着支援の充実を図るための方策

就労継続支援A型の生産活動収支の改善を図り、効果的な取組を評価するためのさらなる方策

就労継続支援 B型の工賃向上を図り、効果的な取組を評価するためのさらなる方策

就労選択支援の創設

40

O 物価高騰、賃金上昇、支え手が減少する中での人材確保の必要性、経営の状況等を踏まえ、利用者に必要なサービスを
提供できるよう、必要な対応を行う必要があるのではないか。

O 障害福祉サービス等の予算額が社会保障費全体を上回る伸び率で年々増加し、利用者数・事業所数が大幅に増加 してい
るサービスが見られる中、サービス間・制度間の公平性や制度の持続可能性の確保が重要な課題となつており、長期化し
た経過措置への対応の検討なども含め、メリハ リのきいた報酬体系とする必要があるのではないか。

○ 現役世代が減少していく中、人材確保の必要性を踏まえ、障害福祉サービス等の現場における業務効率化を図るため、
lCTの活用等を推進していく必要があるのではないか。

○ サービス提供事業者や自治体の事務 ,手続き等の負担感が少なく、わか りやすい制度の在 り方を検討する必要があるの
で「まないか。

<想定される検討事項>

物価高騰・賃金上昇等を踏まえたサービスの安定的な提供のための人材確保策など

経過措置への対応 (食事提供体制加算等)

サービス提供の実態やサービス内容・質に応 じた評価

障害者虐待の防止を図るための方策

情報公表制度の在 り方を含むサービスの質の確保・透明性向上のための方策

サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の標準化、簡素化、ICTな どの効率化等の方策

41
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障害福祉サー ビス等報研ll改 定検討チーム

第37回 (R59.27) 資料 2

論点 1 地域移行を推進するための取組について

論点2 医療的ケアが必要な者等の受入体制の充実について

論点3 障害福祉分野における介護ロボットの活用による加算要件の緩和について

論点4 障害者支援施設における悪性腫瘍患者への医療提供体制について

50

施設入所支援 に係る論点

○ 障害者部会では、障害者支援施設からの地域移行を更に進めるため、「障害者支援施設は地域移行を担う

職員をその施設に配置するなど利用者の地域移行によリー層取り組むことのほか、地域生活支援拠点等に配

置されるコーデイネーターが、障害者支援施設の担当職員等と地域移行に向けて連携 。協力しつつ、利用者

の地域移行の三―ズの把握と働きかけの実施、地域膠行支援や体験利用へのつなぎなどの地域移行の推進に

向けた役害Jを担うこと」について、検討する愁要があることが指摘された。

O また、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」では、

施設から地域への移行に向けた更なる取組を進めたうえで、施設入所者の数を 50/。削減することを基本とし

ている。

○ 施設から地域ハの移行を推進するため、

。 指定障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、

適切に意思決定支援を行いつつ確認することを規定するとともに、地域移行に向けた動機付け支援 (例え

ば、グループホームの見学や食事利用等)を行つた場合の評価について検討 してはどうか。

・ 個別支援計画に基づく支援の結果、施設から地域へ移行した者がいる場合、例えば、前年度において 6
か月以上地域での生活が継続 している者が 1名以上いる場合かつ入所定員を 1名以上減らした実績に対し

て、新たに加算で評価することを検討してはどうか。

・ 現行の施設入所支援の基本報酬は、20人の不」用定員ことに設定されているが、利用定員の変更をしやす

くするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10人ごとに設定することを検討してはどうか。 (具

体的には、40人以下、41人以上50人以下、51人以上60人以下、61人以上フ0人以下、71人以上80人以下、

81人以上で設定することを検討 )

51

現 状 ・ 課 題

【論点 1】 地域移行を推進するための取組について
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令和5年 1月 23日 社会保障審議会障害者部会 資料1-2

威暴目標①-2施設入所書数の削減に関する目標について
(論 点1参考資料② )

O施 設入所者を障害支援区分別にみると、区分5以下の利用者は減少する一方、区分6の利用者が増加している。また、年齢階
級別にみると、50歳以上60歳未満は112%、 65歳以上は371%で増加傾向にあり、入所者の重度化 高齢化が進んでいる。

O直 近3か年(令和元年度～令和3年度)の施設入所者数の削減の状況を踏まえ、引き続きこの水準で推移するとした場合、令
和元年度末の施設入所者数と比較した施設入所者数の削減の割合は令和5年度末までの4年間で約2.5%となる。これは、第
6期計画における令和5年度末の目標値である1 6%を 上回る。

(参 考)基本指針及 目標値

平成,7年度 平成?Oヽ 23年
‐
質は,081ヨ望、・こ,24年 度～令れ3空責は3月 末数′奮.(出 典 !ヨ R連データ 社会福祉施設等調査 施設入所者の■

`境
生活のt,行に関するよ現_ヨ査)

52

○ 施設には強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者など専門的支援が必要な者も入所しており、地域移行については、
専門的支援の確保を含め、地域生活支援の充実・整備とともに取り組むことが必要。

○ 近年の施設入所者数の削減状況を踏まえつつ、施設から地域への移行に向けた更なる取組として、施設においてすべての施
設入所者の地域生活移行に関する意向について適切に意思決定支援を行いつつ確認すること、施設入所者が地域生活に移行
する上で必要な支援等について施設の担当職員等が関係機関と連携して検討すること、施設の老朽化等による改築時にはその
定員を見直してグループホームやショートステイの整備を合わせて行うことを基本とすること等の取組を推進することとし、第7期計
画に係る成果目標を以下のように設定してはどうか。なお、障害者支援施設における専門的支援の質の向上に向けた取組も進め
ていく。

【成果目標(案 )】

O令 和8年度末時点で、令和4年度末時点の施設入所者数を5%以上削減することを基本とする。

目標値
第1～ 2期

(平 成18～ 23年度)

第3期

(平成24～ 26奪 麿 )

第4期
(平 成27～ 29年度)

第5期
(平成30～令和2年度)

第6期
(令和3～5年度)

第7翔
(令和6～ 8年度 )

基本指針
▲7%

(平 成Iフ年10月 ,日 ～
23年 度末(65年 間))

▲ 耳O髪
(平成1,年 ,0月 1日 ～
26年度末(95年 間))

▲4%
(平成25年 度末～

29年度末 (4年 間))

▲ 2%
(平 成28年 度末～

令和2年度末(1年 間))

▲ 1 6Й
(令和元年度末～
5年度末(4年間))

A5%
(令和4年度末～

8年度末 (4年 間 ))

都道府県

1堂 害福祉計画

▲ 8 4貿
(向上〉

▲ 司5 4斃
(向上 ,

▲3 80/〔

(F口司上)

▲22%
(周 上 ) (同上 )

▲2 3%

施設入所者数の推移について(◆考データ)
令和5年 1月 23日 社会保障審議会障害者部会 参考資朴 1

施設入所者数の推移 (論点1参考資料③ )

150000 II

｀

＼ ||

第 2期 第 3期 第 4期 第 5期 第6期 第フ期

14500G

140000

135,000 1

139‐ 000

1

125,000
1 1

1 ,P‐
1

■‐‐‐_、
】

一日抽
Ｈ
日
日
‐‐
Ｒ３

1

120000

115,000
1

)

110000
H17 ・l引 20

基本指針における
H21

実績値
H22  H23  H24  H25  H26  H27  「123  日29  H30   Rl   R2   R3   R4   RS   R6   R7

平成17年度 平成20～ 23年度は 10月 ,日 数値,24年 度～令和3年度は3月 末数住 令和4年度以豫は推計.

(出 典 :国 保連データ、社会福祉施設等調査 施設入薪者の地域生活のI多 行に関する状況調査
'
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<第 6期のトレンド>
年平均削減率 ▲04。/。

(直 近3年 )

<第 7期のトレンド>
年平均削減率 ▲06%

(直近3年 )

第1～ 2期
(平成18～ 20年度)

第 3期
(平成24～26年度】

第 4期
(平成27～ 20年 度)

第5期
(平成30～ 令和2年度)

第6期
(令和3～ 5年度 )

第 7期
(令和6～ 8年 唐 )

基本指針 ▲7k ▲10% ▲4。/〔 ▲2。ン( ▲1 696 ▲5%

実績値

▲8 9呂
(平成,7年 10月 1日 ～
23年度末 (65年 間))

▲ 10 3男
(平成17年 10月 1日 ～
26年度末(95年 間))

▲2 1眩
(平 成25年度末ヽ

29年度末(4年間
'

▲23咲
(平成28年度末～

令和2年唐末(4年 間 )

▲2 5% (見込み〕

(令和元年度末～
5年 府 束 (4年 F日耳)

(令 和 4年度 末 ～

8年彦 束 (4年 P日月う

14,975人 2.802人 2 943人
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O 施設入所支援においては、入所者の250/oが65歳以上となっており、500/0以 上が区分 6となつている。

O 入所者が重度化・高齢化することに伴い、施設入所支援を提供する時間における医療的ケアの頻度や
通院の頻度が高くなっており、職員の負担が増加しているという指摘がある。

O 夜間看護体制加算について、入所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、現行の看護職員の配置人数によ
らない一律の加算 (1以上配置の場合の評価)の見直しを検討してはどうか。

O 重度化 。高齢化に伴い、医療的ケアが惑要な者等の入所者が医療機関に通院する頻度が高くなっているこ
とから、通院の支援についての対応を検討してはどうか。

54

現状・ 課題

検 討の方 向性

【論点 2】 医療的ケアが必要な者等の受入体制の充実について

施設入所支援における高齢化に伴う対応   (論点2参考資料③ )

○ 力日齢に伴)b身機能の低下が顕者となっている者の対応方針としては、「できるだけ自施設で対応」として
いるところが35.60/oと なつている。(図表1)

○ 入所者の高齢化への対応としては、「高齢期に配慮した健康管理や医療的ケア体制の充実」や「高齢者
医療、ターミナルケア等に実績を有する医療機関等のとの連携」等を実施していた。(図 表2)

図表 1,加齢に伴う心身機能の低下が顕著となっている者の対応方針 図表 2 入所者の高齢化への対応状況
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○ 障害福祉現場においては、業務負担の軽減等の観点から、介護ロボットの導入を進めている事業所もあり、
国としても補助金により導入支援をイ子つてきた。

O 令和 4年度障害者総合福祉推進事業においては、タイムスタディ調査の結果、ベッド上の入所者の様子を
検知できる見守り機器について、間接業務の時間が短縮するとともに、直接業務の時間が増加するといった
一定程度の効果が見られた。

O 介護分野においては、平成30年度介護報百1ttl改定から、見守り機器を導入した場合に夜勤職員配置加算の要
件を緩和している。

O 見守り機器を導入した上で入所者の支援を行つている事業所について、夜勤職員配置体制加算の要作を緩
和することを検討してはどうか。

56

現状・ 課題

【論点 3】 障害福祉分野における介護ロボッ トの活用による加葺要件の緩和
につぃて

見守りロボット導入時におけるタイムスタディ調査の結果概要 (論点3参考資料④ )

○ 見守リロボットの導入により、業務にかかる時間が全体として60.2分′日削減された。
○ 間接業務である「巡回・移動」が25.6分/日、「記録・文書作成・連絡調整等」が117.4分/日削減された。
○ 「移動・移乗・体位変換」や「排泄介助・支援Jといった利用者への直接介護の時間は全体で649分 /日 多くなつた。

〔調査概要】
調査施設 :

障害者支援施設

調査方法 :

見守リロボットの使用 (設置)があ
る東棟、使用 (設置)がない西棟の夜
勤職員を対象に調査を実施。

調査期間中に勤務する職員のうち、
ロボットを使用する職員と使用しない
職員の両方でタイムスタディ調査票を
作成しデータを比較。

見守リロボットの使用あり/な し
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○ 障害者支援施設の入所者については、配署L基準上、医師が配置されていることが想定されていることから、

原則として、診療報酬の在宅患者訪問診療料等の費用については障害福祉サービス等報酬からの給付になつ

ている。

O 一方で、特別養護老人ホームの入所者についても同様の取扱いになつているものの、末期の悪ll生月重瘍であ
る場合は、特例として在宅患者訪間診療料等が算定可能となつている。

O 障害者支援施設においては、施設入所者の高齢化等が顕著であり、平成25年 3月時点と令和 4年 3月 時点
の年齢階級別の利用者数を比較すると、50歳以上60歳未満については11.20/O増加、65歳以上については
37.10/0増加となつているとともに、入所者のうち悪l性月重瘍に罹患している者や、悪ll生】重壕により入院退所・

死亡退所する者も一定程度いる1犬況となつている。

O なお、令和 5度から、厚生労働科学研究費を活用して

。 障害者支援施設等における全国の看取り等の実態調査や、看取りに関する先駆的事業所へのインタ
ビュー調査

・ 終末期の支援を行う支援者や関係者向けに、知的障害者の看取りや終末期における医療機関等との連携
を図る上で備えるべき内容が整理されたマニュアルの作成

を実施する予定としている。

○ 在宅患者訪間診療料等の診療報酬上の取扱いを踏まえて、障害者支援施設の入所者が末期の悪ll生ほ重瘍であ
る場合の医療提供体制について、どのような対応が考えられるか。

58

現 状 ・ 課 題

検 討の 方 向性

【論点 4】 障害者支援施設における悪性腫瘍患者への医療提供体制について

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第37回 (R5927) 資料 3

論点 1 サー ビス提供時間ごとの報酬設定について

論点2 利用定員規模ごとの報酬設定の在 り方について

論点 3 医療的ケアが必要な者等の受入体制の拡充について

論点 4 リハ ビリテーション職の配置基準及び リハ ビリテーション実施計画の策定期間
の見直 しについて

59

生活介護 に係る論点
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○ 令和 5年 5月 11日の財政制度等審議会財政制度分科会において、「放課後等デイサービス等の障害福祉
サービスの報酉州は、営業時間で設定され、利用者ごとのサービス利用時間んヾ考慮されてない。このため、
サービス提供に係るコス トが通切に報酬に反映されるよう、利用時間の実態に基づいた報酬体系に見直す必
要。」との指摘があつた。

○ 現状では、生活介護は区分ごとに、利用定員規模別で基本報酬が設定されている。

利用時間等については、

・ 平均利用時間が 5時間未満の利用者が全体の 5害」以上である場合の減算 (基本報匿l州 のフOO/0)

・ 営業時間が 4時間未満の場合の減算 (基本報酬の 500/0)

。 営業時間が 4時間以上 6時間未満の場合の減算 (基本報酬の700/0)

がある。

○ また、営業時間が 8時間以上であり、利用者に対して営業時間を超えて生活介護を行う場合には、延長支
援加算が算定可能であるが、人員体制上の課題等から、算定率は 40/0に留まつている。

〇 基本報酬の報酬設定を区分ごと及び利用定員規模別に加え、サービス提供時間別に細やかに設定すること
を検討してはどうか。 (4時間未満、4時間以上 5時間未満、 5時間以上 6時間未満、 6時間以上フ時間未
満、 フ時間以上 8時間未満、8時間以上 9時間未満のように設定することを検討 )

○ あわせて、延長支援加算について、事業所において人員体制を確保する観点からの見直しを検討してはど
うか。

60

現 状 ・ 課 題

検 討の 方 向性

【論点 1】 サー ビス提供時間ごとの報酬設定について

生活介護の営業時間及び利用時間について (論点1参考資料④ )

O生活介護の営業時間は、6時間以上 8時間未満の割合が全体の603%を 占め、通所型事業所では、6730/Oを 占める。

01日 の平均利用時間は、6時間未満の割合が全体の267%と なつており、通所型事業所では、3710/6と なつている。

(図表 1)

(図表 2)

図表1生活介護の司国の営業時間 ※通所型事業所は、障害者支援施設の昼間のサービスとして生活介護を実施していない事業所
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(出典)令和元年度報酬改定検証調査

図表2生 活介護の 1回 の平均利用時間

(出典 )令 和4年度報酬改定検証調査を基に作成
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○ 現行、生活介護は20人ごとの利用定員規模別 (20人以下、21人～40人、41人～60人、61人～80人、81
人～)に基本報酬が設定されている。

O 施設入所支援についても、20人ごとの利用定員規模別に基本報酬が設定されているが、地域移行の促進の
観点を踏まえ、10人ごとの利用定員規模月uに基本報酬を設定することを論点としている。

○ また、主として重症′心身障害児者を通わせる多機能型事業所 (生活介護と児童発達支援等を実施する場
合)は、利用定員を 5人以上とすることができるが、障害児通所支援については利用定員 5人から評価する
区分がある一方、生活介護は、基本報酬の最小の利用定員規模が20人収下となつている。

O 利用者数の変動に対して柔軟に対応 しやすくすることで、小規模事業所の運営をしやすくするとともに、
障害者支援施設からの地域移行を促進するため、施設入所支援と同様に、利用定員規模別の報酬設定を10人
ごとに設定することを検討してはどうか。

○ あわせて、重症,い 身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を検討しては
どうか。

62

現状 ・ 課題

検 討の 方向性

【論点 2】 利用定員規模ごとの報酬設定の在り方について

○ 生活介護においては、医療的ケアが必要な者に対するサービス提供体制を整備するため、常勤換算方法で
1～ 3以上の看護職員を配置した場合、常勤看護職員等配置加算 (I)～ (Ⅲ )により評価している。

○ また、医療的ケアが必要な者など、重度の障害者を多く受け入れており、それに伴う手厚い人員配置体制
をとつている場合、人員配置体制加算 (I)～ (Ⅲ )により評価している。

O さらに、生活介護においては、重度化・高齢化により、入浴、排せつ、食事の介護等や、喀痰吸引等につ
いて、医療的ケアが必要な者等に対応するため、より手厚い体制をとつている事業所があることが指摘され
ている。

O 医療的ケアが惑要な者に対する体制や、医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、
常動看護職員等配置加算について、看護職員の配置に応した加算区分の見直しを検討してはどうか。

① 医療的ケアが必要な者等への入浴支援などについて、複数職員による手厚い体制で実施することがあるこ
とから、このような体制整備を評価するため、より手厚 く人員を配置した場合の人員配置体制加算を含め、
加算の在り方の見直しを検討してはどうか。

63

現 状 ・ 課 題

検 討 の方向性

【論点 3】 医療的ケアが必要な者等の受入体制の拡充について
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生活介護における看護職員の配置状況 (2)(論点3参考資料③)

O 重症心身障害者の受け入れが 0人の事業所は733%、 1～ 5人の事業所は1390/。 となつている。 (図 表 1)
0 また、医療的ケアが必要な者の受け入れが0人の事業所は808%、  1～ 5人 の事業所は1460/。 となつている。 (図 表 1)
O 看護職員の配置状況が多いほど、医療的ケアが必要な者または重症心身障害者の受け入れ人数が多くなっている。 (図表 2)

図表 1 事業所における利用者 (医療的ケア・重心)の 受け入れ
状況 (令和 4年 12月 )

図表2 看護職員の常勤換算数別の利用者 (医療的ケア・重心)の
受け入れ状況 (令和4年 12月 )
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(出典)令和4年 度報酬改定検証調査をもとに作成

64

<リノ(ビ リテーション職の配置基準について>
O 生活介護の人員配置基準においては、理学療法士又は作業療法士を「利用者に対して日常生活を営も`のに心要
な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ご

｀
とに、当該訓練を行うために必要な

数」を配置することになっている。なお、この確保が困難な場合に看護師や冨語聴覚士等を機能訓練指導員とし
て配置することができる。 (自立訓練 (機能訓練)と同様 )

O 生活介護の利用者には、高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者もおり、日常生活を営むのに必
要な機能の減退を防止するための訓練が惑要な場合もある。

Э 介護保険制度における通所介護においては、理学療法士又は作業療,去士の確保が困難な場合に関わらず、言語
聴覚士を酉こ置することができることになつている。

<リノ(ビ リテーション実施計画の策定期間の見直しについて>

O り八ビリテーションカロ算の算定要件である「リノ(ビ リテーション実施計画」については、概ね 3か月ごとに作
成を行うこととしている。

O また、通剣において「り八ビリテーション実施計画は、個別支援計画と協調し、両者間で整合性が保たれるこ
とが重要である。また、リノ(ビ リテーション実施計画を作成していれば、個別支援計画のうちり八ビリテーショ
ンに関し重複する部分については省略しても差し支えない」とされているものの、 6か月ごとの作成となつてい
る個別支援計画とは計画期間が異なっている。

Э  「リノ(ビ リテーション実施計画」の作成にあたっては、リノ(ビ リテーションカンファレンスを関係者が集まっ
て行う必要があるが、更新がないケースも多く業務負担となつているとの指摘がある。

65

現状・ 課題

【論点 4】 り′ヽビリ
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<リ ノヽ ビリテーション職の配置基準について>

O 高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者の支援のため、生渚介護の人員配置基準として、理学

療法士と作業療法士の他に言語聴覚士を加えることを検討してはどうか。

<リノ(ビ リテーション実施計画の策定期間の見直しにつしヽて>

○ 事業所の業務負担軽減のため、リノ(ビ リテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に 6か月ごと

とすることを検討してはどうか。

66

検討の方 向性

【論点 4】 リ
リ

配 置 基準
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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第38回 (R5.1011) 資料 1

論点 1 事業所の利用定員規模の見直しについて

論点 2 支援計画会議実施カロ算の見直しについて

67

就労移行支援 に係る論点
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O 事業所の定員規模については、

・ 就労継続支援A型は、利用者と雇用契約を結び、生産活動収支から利用者の賃金を支払わなければなら

ず、利用者の確保が難しいという特テ朱l性に鑑み10人以上となつている。

・ 一方、就労移イ子支援については、就労継続支援B型等の日中活動系サービスと同様に、20人以上となっ

ている。

○ 特別支援学校から直接就職する障害者も増加傾向にある中で、就労移行支援は、年度始めに利用者が増加

する傾向も緩和されてきている。また、特に地方部において利用者数の減少が見られるとのデータもあり、

安定的な利用者の確保が難しくなつているとの指摘がある。

O 就労移行支援について、事業所の利用定員規模と利用状況の実態とのュ〒ヒ離が生していることに鑑み、利用

定員の人数の見直しを検討してはどうか。

68

現状 ・ 課題

【論点 1】 事業所の利用定員規模の見直しについて

〇 利用者の就労移行支援計画の作成又は見直しについては、地域の就労支援機関等 (ノ (□一ワーク、障害者

就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、特定相談支援事業所、利用者の通院先の医療機関等)

を交えたケース会議を開催し、関係者の専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画の作成、変更そ

の他必要な便宣の提供について検討を行つた場合に、 1月 に 1回 (年 4回を限度)加算を算定することがで

きる。

○ 当該加算は、サービス管理責任者の会議参加が必須とされており、事業所全体の取得率は160/oとなつてい

る。

○ この点、利用者の支援をしている就労支援員・職業:旨導員 ,生活支援員といつた、サービス管理責任者以

外の者が参力日して、地域の就労支援機関等と会議を開催し、専門的な見地から意見交換を行うことにより、

地域のノウノ(ウを活用したより効果的な支援につながるのではないか、といつた指摘がある。

o 地域の就労支援機関等と運携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理

責任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者が出席できない場合でも、利用者の状況を把握

し、就労移行支援計画に沿つた支援を行う就済支援員・職業指導員・生活支援員の会議参カロについての新た

な評イ面を検討してはどうか。

③ 支援計画会議実施加算は、地域の就労支援機関等と連携することにより、地域のノウ八ウを活用し支援効

果を高めていく取組であることから、名称の変更を検討してはどうか。

69

現 状 ・ 課 題

検 討の 方 向性

【論点 2】 支援計画会議実施加薄の見直しについて
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O 就労継続支援A型事業所については、指定基拳において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係

る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなけれ

ばならない」こととされている。

○ 指定権者である自治体は、事業所の状況把握を行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営

改善計画書を提出させることとしている。

○ 令和 4年 3月末現在、生産活動収益が利用者賃金総額を下回り、指定基準を満たさない事業所が 5割以上

あつた。また、経営改善計画書を 2年連続提出した事業所や経営改善計画書を提出しない事業所もある。

○ 令和 4年 6月 にとりまとめられた障害者部会報告書では、「経営改善計画の作成等の措置によつても早期

の改善にはつながつていない事業所があることを踏まえて、特に、複数年にわたつて経営改善計画の対象と

なつている事業所に対して、どのような実効性のある対応を図ることが考えられるか等について検討すべき

である。」と指摘されている。

③ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画詈を提出しており、指定基準を満たすことが

できていない事業所への対応として、自治体による指導とともに、新たにスコア方式においての対応を検討

してはどうか。

74

現状 ・課題

【論点 2】 経営改善の取組の促進について

就労継続支援A型における生産活動の状況
(論点2参考資料②)

Э 就労継続支援A型における生産活動の状況を確認したところ、生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回つている

口事業所は3′ 512事業所のうち 1′ 984事業所 (56.50/0)

(注)就労継続支援A型事業所については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準J(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第 192条第2項において、「生産活動に係る事業

の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない」こ

ととされている。指定権者である自治体は、事業所の状況把握を行い、事業所が当該指定基窄を満たしていない場合、経営改善計画書を提出させる

こととしている。

【生産活動の経営状況 (令和 4年 3月 末国時点)】

指定事業所
経営状況を

把握した事業所
指定基準を満たしていない事業所

4′228

(3′ 997)

3′ 512

(3′247)

1′984

(1′ 893)

56,50/o

(5830/O)

※

※

×

( )内 に昨年度の状況 (令和 3年 3月末時点)を記載
指定基準を満たしていない事業所 (1′984)の うち、経営改善計画詈を提出している事業所は1′ 777事業所 (提出率896。/0)

指定基準を満たしていない事業所 (1,984)の うち、令莉13年 3月 末時点も指定基準を満たしていない事業所は1′ 357事業所 (6840/0)

(摩生労働含社会 援謹局 r阜書保健福祉部障書福祉課調べ)
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障害福祉サービス等報馴改定検討チーム

第38回 (R510■ ) 資料 3

論点 1 平均工賃の水準に応 した報凹州l体系の見直しについて

論点 2 平均工賃月額の算定方法について

76

就労継続支援 B型に係る論点

就労継続支援 B型事業所における平均工賃月額の推移

O 就労継続支援 B型事業所の平均工賃月額は、増加傾向にある。

(※ )令和2年度の減少はコロナの影響が考えられる。
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(厚生労働省社会 援護局醇書保健福祉部障書福祉課舅べ )
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○ 就労4迷続支援 B型事業は、年間約 1′000事業所ずつ増えており、利用者数、事業所数とも大きく増加している。

中でも平均正賃月額が1万円未満の事業所の伸び率は最も高く、 B型事業所数全体に占める割合も最も高い。

① 就労率迷続支援B型事業所の基本報酬は、「平均工賃月額」に応した報酬体系 (I及び Ⅱ)と 「利用者の就労や生

産活動等への参加等」をもつて一律に評価する報酬体系 (Ⅲ 及びⅣ)があり、前者の方が報曽舟lが高く設定されてい

るが、直近の調査では、就労継続支援 B型サービス費 (Ⅲ ),(Ⅳ )を算定している事業所の収支差率が就労継続

支援 B型サービス費 (I)を算定している事業所の収支差率を上回つている。

○ 工賃向上計画をイ乍成し、当該計画に掲げた工賃目標を達成するための目標工賃達成指導員を常勤換算方法で 1人

以上配置し、当該指導員を含めて6:1の 人員配置をした場合、目標工賃達成指導員配署ヒ加算として評価している
一方で、工賃が実際に向上した場合の評価はない。

① 就労継続支援B型事業所では、「フ.5:1」 以上の人員固己置をしている場合に、現行で最も高い基本報酬である

就労率L続支援B型サービス費 (1)が算定できる一方で、一部の事業所では、様々な障害種別の方が利用するなど

多様な利用者への対応のため、より手厚い人員体制としている実態がある。

○ 工賃の更なる向上のため、平均工賃月額に応した報酬体系について、よリメリノ(り をつ ,すた報酬設定とすること

を検討してはどうか。

○  「平均工賃月額」に応した報酬体系よりtう 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもつて一律に評価する報

酬体系がH叉支差率が高いことを踏まえた、報酬の見直しを検討してはどうか。

O 工賃の向上を促す観点から、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工

賃が実際に向上した場合の評価を検討してはどうか。

O 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置をした場合の評価を検討してはどうか。
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現 状・課題

検 討の方 向性

【論点 1】 平均工賃の水準に応 した報酬体系の見直しについて

手厚い人員配置を行つている事業所について (論点刊参考資料③)

O B型 事業所では様々な障害種男llの方が利用するなど、多様な利用者への対応のため、手厚い人員体怖uが必要となっ

ており、現在は事業所独自で「7.5:1」 (目標工賃達成指導員を配置した場合 6:1)以 上の人員を加配している。

○ また、人員配置を加配している事業所は平均工賃が高い傾向がある。

<従業員配置の状潟Э>(職業指導員・生活支援員のみ) <従業員配置の状況②>(①に目標工賃達成指導員を含む)

従業員配置 事業祓 割合
(参考)

平均工賃月額

5:1 152事業所 35.5% 23,690円

6:1 111事業所 25.9% 22,468円

7.5:¬ 105事業所 24.5% 21,640円

10: 1 60事業所 14,0% 20,089円

【合計】 428事業所 100.0% 22,366円

従業員配置 報 割合
(参考)

平均工賃月額

5:1 173事業所 40.4% 23,560円

6:4 110事業所 25,7% 22,249円

7.5:1 88事業所 20,6% 21,522円

10:¬ 57事業所 13,3% 20,268円

【合計】 428事業F所 100,00/。 22,366円

事業所の支援事例

精神障害のある方で手帳や障害支援区分では軽度だが、職員と話がしたいため、

休憩時間や作業時間に関わらず、面談を希望しており、一人の職員がかかりきり

になつている。

知的障害のある方で、自閉傾向でこだわり行動が多く見られる。事業所から出て、

隣接の建物に入つてしまうなど、多動もあるため、職員を加配して対応している。

実際の人員配置

5:1

出典 :全国社会就労センター協議会「令和 4年度社会就労センター実態調査報告書」 (令和 5年 3月 )

5:1
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O 就労率L続支援 B型事業所の「平均工賃月額」に応して評価する報酬体系を算定している事業所は、平均工

賃月額の金額に応して、基本報酬を算定することになつている。

① 現在の平均工賃月額の算定式は、工賃総額を各月の正賃支払対象者の総数で除して算定されるようになつ

ており、工賃支払対象者は利用日数に関わらず 1名 としてカウントする。このため、障害特性等により利用

日数が少ない方を多く受け入れる場合、事業所の平均工賃月額は低くなるとの指摘がある。

O 日々の体調に波があるなど障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる事業所について、平均

利用者数を踏まえた新しい算定式を導入することを検討してはどうか。

80

現 状 。課 題

検 討の方 向性

【論点 2】 平均 工賃月 額の 葺 定 方 法 につ いて

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第38回 (R51011) 資料 4

論点 1 スケー)レメリットを考慮した報酬の設定について

論点 2 定着支援連携促進加算の見直しについて

論点 3 支援終了の際の事業所の対応について

論点 4 実施主体について

論点 5 就労移行支援との一体的な実施について

81

就労定着支援に係る論点
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T

O 就労移行支援事業所等において、過去 3か年に平均 1人以上一般就労への移行者がいる場合は、就労定着
支援の実施主体の要件を満たし、同事業を実施することが可能である。

O 就労移行支援事業所等が就職後も職業面・生活面の相談支援や職場環境の整備等を行うことで、利用者に
ついて熟知した事業所による継続的な定着支援が可能となり、定着をより促進する効果が期待できる一方、

運審 こ宗皇晃詈完モ設憲厭百

支援事業所は 1′ 538事業所であり、就労移行支援事業所 (2′ 934事業所)の半分

① 令和 3年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査によると、就労定着支援を実施していない理由として職
員の確保が難 しいことが挙げられている。

○ 一体的に運営する就労移行支援事業所等に配置される常勤の職業指導員、生活支援員又は就労支援員等の
直接処遇職員は、利用者に対するサービス提供に支障がない場合、就労定着支援員に従事することができる
こととなっている。この場合、兼務を行う就労定着支援員に係る常勤換算上の妥

~力

務時間に算入することはで
きない。

① 就労移行支援事業所等との一体的な運営を促進する観点ブ〕`ら、本体施設のサービス提供に支障がない場合、
職業指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した勤務時間を、就労定着支援員の常動換算上の勤務時
間に含めることを検討してはどうか。
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現状 ・課題

検 討の 方向性

【論点 5】 就労移行支援事業所等との一体的な実施について

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第40回 (R5.1023) 資料 1

論点 1 強度行動障害を有する児者の受け入れ体制の強化について

論点 2 状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援について

87

強度行動障害を有する児者への支援に係る論点
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※該当サーヒス :生活介護、施設入所支援、短期入所、共同生活援助、放課後等デイサービス、障害児入P斤力色設

○ 強度行動障害について1よ 、障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査で孝巴握する「行動関連項

目」により判定した結果、24点中10点以上となる者に対して、一定の体制確保や対応を行つた場合に、報酬上

特別の加算 (重度障害者支援加算)が設定されるなど、手厚い支援の提供が進められている。

①  「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書」において、「現状は行動関運項目の合計

点が10点以上で重度障害者加算の対象となつているが、10点の者と点数の

'F常

に高い者 (最大で24点 )では、

必要な支援の度合いが大きく変わってくる。このような支援が困難な状態の者がサービスの受入れにつながつて

いない」と指摘されている。

O また、同報告書において、「共同生酒援助は、生活環境や支援内容を個別化しやすく、一人一人の特性に合

わせやすい等の利点があることから、強度行動障害を有する者の居住の場として受け入れの体制整備を進めてい

く惑要がある」と指摘されている。

○ 生活介護や施設入所支援においては、現行、強度行動障害を有する者の受け入れを促進する観点から、初期

段階の環境の変化等に適応するための手厚い支援を評価する加算があるものの、共同生活援ロノ勾においては、同様

の加算はない。

88

現 状 ・ 課 題

【論点 1】 強度行動障害を有する児者の受け入れ体制の強化について①

① 行動関連項目の合計点が非常に高く、支援が困難な状態の児者が、サービスの受け入れにつながつていない

状況も踏まえ、受け入れ拡大や支援の充実の観点から、強度行動障害を有する者については、10点という区切

りだけではなく、必要な支援が変わつて くるような点数が

'F常

に高い児者を受け入れ、通切な支援を行つた場合

に評価することを検討してはどうか。

○ その際、点数が非常に高い児者の受け入れは、事業所に高い支援力が求められることから、各事業所におい

て強度行動障害を有する児者に対してチームで支援を行う上で、適切な支援の実施をマネジメン トする中心的な

役割を果たす人材 (中核的人材)の配置を評価することを検討してはどうか。

○ 強度行動障害を有する者の受 ,す入れにあたつては、初期段階において環境の変化等に週芯するために手厚い

支援を要することから、共同生活援助事業所における受け入れ体制を強化するため、利用者の状態や環境の変化

に適応するための初期のアセスメント等を評価することを検討してはどうか。

89

検 討の 方 向性

【論点 1】 強度行動障害を有する児者の受け入れ体制の強化について②
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※対象サービス :訪問系以外の全サービス

O 強度行動障害を有する児者で、状態が悪イとすることにより、障害福祉サービスの利用希望があるにも関わ
らず、サービスにつながらない事例がある。また、障害福祉サービスを利用していても、自傷や他害など、
本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の生活の維持が難しくなった者もいる。

○ 支援現場においては、強度行動障害を有する児者の状態が悪化し、課題となる行動が頻発するような状態
になった場合に、目の前の対応に追われ、支援を振 り返る余裕がなくなることにより、職員が疲弊し支援力
が落ちていくという状況もある。

O 「強度行動障害を有する者の地戦支援体制に関する検討会報告吾」において、「強度行動障害を有する者
が状態の悪化により在宅やグループホームにおいて生活が難しくなつた場合には、障害特性や行動の要因分
析等の適切なアセスメン トを行い有効な支援方法を整理した上で環境調整を集中的に実施し、状態の安定を
図ることが有効であり、障害者虐待の予防や権利擁護の観点からも、こうした集中的支援の取組を進める必
要がある。」と指摘されている。

① あわせて、同報告書においては、「広域的支援人材について、求められる専門性の高さから、地域での確
保・配置が難しい場合も想定される。ICTを 活用して地域外から指導助言等を行うなど、広域で対応する体
制についても検討することが必要である。」と指摘されている。

O 高度な専門性により地域を支援する人材 (広域的支援人材)が、事業所等を集中的に訪問等 (情報通信機
器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメン トと有効な支援方法の整理を共に行い環境
調整を進めていく、いわゆる「集中的支援」について評価することを検討してはどうか。

○ 広域的支援人材については、国において人材養成研修を実施する予定としてぃるが、例えlよ、当面の間は、
勤続年数が一定以上の発達障害者地域支援マネジャーや、中核的人材養成研修の講師等の研修受講者以外の
者について、広域的支援人材とすることを検討してはどうか。

90

【論点 2】 状態が悪化 した 強度行 動障害を有する児者への集 中的支援 につ いて

強度行動障害を有する者の地域の支援体制イメージ (論点1参考資料②)

は、特定の票業所、特定の支援者だけで支えるには限界があり、地域の中で複数の
体制を構築していくことが必要である。

Э事業所においては適切な支援の実施をマネジメントする中核的人材を中心にチームによる支援を進めていくことが必要であ
る。

また、各地域において、広域的支援人材等が事業所への指導助言等を行い、事業所の支援力の向上や集中的支援による困難
事案への対応を行う体制を整備していくことが必要である。

O強度行動障害を有する者の支援において
事業所、関係機関が連携して支援を行う

1相談支援
| ○計π国『 相談支援 等 サービス等利用計画の策定

号
緊急時又寸応

◆
連 携

支援者間でネット
ワークを構築し地
域で支援力の向上
を図る

状態が悪化した者に対する集中的支援
tう広域的支援人材が状態が悪化したケースについて集中的なアセスメント
や環境調整を実施

Ⅲ広域的支援人材が事業所訪問し実施する形と、居住支援を活用し一時的に
環境を変えて実施する形を想定

91

地域生活支援

拠点等
○障害福‡止サービスと
連携し、緊急時の対
応や施設・医療機関
から地域ハの生活の

移行を支援
日中活動系 ,訪問系
○生活介護

o短期入所
○行動援護 等

０あ

中核的人材     日常的な支援体制の整備

O標準的な支援を踏まえ適切な支援を実施し、現場支援で中心となる人材
O特に支援が困難な強度行動障害を有する者を受け入れる場合に配置を想定
O強度行動障害支援者養成研修の修了者を含めた事業所内でテームによる支援を進めていく

施設・居佳支援系
O障害者支援施設
O障害児入所施設
O共同生活援助 等

β

医療・教育・

その他関係機関

広域的支 援人材
O強度行動障害に関する支援困難事例に対して助言等を行い地域を支援する人材
〇発達障害者地域支援体制整備事業 (発達障害者地顔支援マネジャー)等での配置を想定
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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第10回 (R5。 1023) 資料 2

論点 1

論点 2

論点 3

グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実について

支援の実態に応じた報酬の見直し等について

グループホームにおける食材料費等の取扱いについて

92

共同生活援助 に係 る論点

○ 近年、共同生活援助の利用者は増加しており、その中には、共同生活援助事業所 (グループ木―ム)での
生活の継続を希望する者がいる一方で、アノ(― 卜などでの一人暮らし等を希望し、生活上の支援があれば一
人暮らし等ができる者がいる。障害者総合支援法の改正により、共同生活援助の支援内容として、一人暮ら
し等を希望する利用者に対する支援や、退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点に
ついて明確化された。

○ 令和 3年度に実施した全国調査によると、回答のあつたグループホーム利用者約2r400人 のうち「将来一人
暮らしまたはノ〔―トナーと暮らしてみたい」と回答した者は約450/。 (約 1′ 100人 )であった。

O 障害者部会幸限告書においても、現行のグ)レープホーム上の制度上、一人暮らし等に向けた支援について、
退居する利用者に対し、退居後の居住の場の確保、在宅サービスの調整等を行つた場合の自立生活支援加算
などの仕組みがあるが、
・ グループホームの事業者が退居後に一人暮らし等の地戦生活の定着に向けた見守りや相談等の支援を一

定期間実施できるよう、退居後における見守りや相談等の支援についての報酬上の評価を検討すべきであ
る。

・ 障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択月支を設ける観点から、指定基準 (省令)において、
本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグループ木―ムのサービス類型を検討すべ
きである。

との指摘があった。

93

現 状 。課 題

【論点 1】 グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実に
ついて①
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① グループホーム入居中に一人暮らし等を希望するに至つた利用者を含め、一人暮らし等に向けた希望を持
つ利用者に対する支援を実施するため、入居中及び退居後の定着に向けた支援を評価することを検討しては
どうか。

その際、利用者の意思の表明後に、サービス担当者会議において利用者の意思を本人を中心とした支援
チームで共有し、退居に向けた支援を実施 した場合の評価の見直し、一人暮らし等に向けた住居の確保のた
めの居住支援法人や居住支援協議会等との連携についての評価を検討してはどうか。

① 共同生活援助の入居前から、一人暮らし等をするための支援を希望する者に対して集中的な支援の実施を
可能とし、かつ、事業所の柔軟な運営に資するため、既存の類型の枠内において、共同生活住居単位で一人
暮らし等に向けた支援を実施する仕組みも選択肢として設けることを検討してはどうか。

その際、共同生活住居を単位として以下の支援を実施することを公表した上で、一定の期間において集中
的な支援を実施する事業所を評価することを検討してはどうか。

・ サービスを利用するに当たり、一人暮らし等に向けた専門的な支援を実施する住居に入居することにつ
いて、入居前から本人に説明するとともに、共同生活援助事業所が丁寧な意思決定支援のプロセスに関わ
ること。

・ 専門職の配置による居住の確保等に向けた支援や利用者同士のグループワークなども含め、一人暮らし
等に向けた計画的な支援を実施すること。

・ 退居後の支援として、本人への相談支援や新しい住居における在宅の支援チームヘの引き継ぎ等を行う
こと。
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検 討の 方向性

【論点 1】 グル ープホ ームか ら希望する一人暮 ら し等 に向けた支援の充実 に
つ いて②

(支援の実態に応した報酬の見直し)

○ 共同生活援助における従業者の人員配置基準は、常勤換算方法により算出された人員数を配置する仕組み
とされている。その上で、共同生活援助の基本報酬は、地域の中での少人数単位の支援を評価する観点から、
世話人の配置基準に応した報酬体系となつている。

○ 今年度実施された財務省の予算執行調査において、「各事業所がイ壬意に定める週所定労働時間によつて、
報酬を得るために心要なサービス提供時間が左右される実態に鑑み、サービス提供時間の実態やそのコス ト
を適切に反映する報酬体系に見直すべき。」との指摘があった。

O 「令和 3年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査」の調査結果では、共同生活援助における入居者の平
均障害支援区分別の収支差率は、一部の支援区分で平均を比較的大きく上回つている。

○ 利用者の心身の状況等により外部の日中サービスの利用等ができないときに、共同生活援助の従業者が日
中に支援を行つた場合に日中支援加算が算定できるが、支援を行つた日が月に 3日以上ある場合に3日 目以
降の期間のみが対象とされているため、支援の実態に応した評価となるよう見直すべきとの指摘があつた。
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現 状 。課 題

【論点 2】 支援の実態に応 した報酬の見直し等について①
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(共同生活援助における支援の質の確保 )

〇 障害者部会報告書において、「障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入により、障害特

性や障害程度を踏まえた支援が通切に提供されないといつた支援の質の低下が懸念される」との指摘があつ

た。

○ 共同生活援助の支援の質に関しては、予算執行調査において、「グループ木―ムにおける障害者の特性に

応した具体的な支援の在り方や基拳を示すべき。また、障害者の特性に応した支援内容や支援の質を踏まえ

て、報酬体系を見直すべき。」との指摘があった。

O また、障害者部会報告書において、「居住や生活の場であり、運営が閉領的になるおそれのあるサービス

類型については、土也域の関係者を含む外部の目を定期的に入れることが、事業運営の透明性を高め、一定の

質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした仕組みを導入することが有効と

考えられる。」との指摘があつた。

(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)

○ 重度障害者向けのイ国人単位の居宅介護等の利用については、今年度末までの特例的取扱いとなつている。

予算執行調査において、「特例措置利用時のグループ木―ムの報酬が、特例措置の利用時間に応じた報置升l体

系となつていないことから、特例措置の利用時間の実態を通切に反映する報酬体系に見直すべき。」との指

摘があった。
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現 状 ・ 課 題

【論点 2】 支援の実態に応 した報酬の見直し等について②

(地域の実態を踏まえた事業所指定 )

○ 本年 5月 11日 の財政制度等審議会財政制度分科会において、「地域の実態を踏まえた事業所の指定を行う

ため、総量規制の対象拡大を検討するなど、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われるようにすべ

き。」との指摘があつた。

O 総量規制も含めた事業所指定については、障害者総合支援法の改正により令和 6年度から施行される都道

府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みが導入された。現在、各自治体において、

本年 5月 に示された国の基本指針に基づき、次期障害福祉計画 (令和 6年度～ 8年度)の策定中である。

(支援の実態に応した報酬の見直し)

○ サービスの支援内容の実態や1又支状況を適切に反映するため、障害支援区分ごとの基本報酬について、支
援内容や収支状況の調査結果を踏まえた見直しを行いつつ、サービス提供時間の実態に応した報酬へと見直
すことを検討 してはどうか。

O 配置基準を超えて人員を配置した上で、心身の1犬況等により日中サービスを不U用できない入居者へ日中の
支援を実施 した場合の評価を設けているところであるが、支援の実態に応して、支援を提供した初日から評
価を行うなどの見直しを検討してはどぅか。
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現 状 ・ 課 題

検 討の 方 向性

【論点 2】 支援の実態に応した報酬の見直し等について③
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(共同生活援助における支援の質の確保 )

○ 共同生活援助等の居住系サービスにおいて、支援の質を確保する観点から、介護保険サービスの運営推進

会議を参考としつつ、各事業所に地域と運携する会議体を設置するなど、と也域の関係者を含む外部の目を定

期的に入れる取組の導入を検討してはどうか。

O さらに、グループ本―ムにおける障害者の特′
1生 に応した支援内容や、サービスの質を言平価するための具体

的な基準の在 り方について、来年度以降、 ガイ ドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化して

いくこととしてはどうか。

(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)

③ 重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的

取扱いの延長を検討してはどうか。その上で、居宅介護等を長時間利用する場合については、支援の実態に

応した見直しを検討してはどうか。

(地域の実態を踏まえた事業所指定)

O 地域の実態を踏まえた事業所指定の在り方については、総量規制の在り方も含めて、サービスの供給が計

画的かつ効率的に行われる方策について引き続き検討していくこととしてはどうか。
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検 討の方 向性

【論点 2】 支援の実態に応 した報酬の見直し等について④

(論点2参考資料① )

財務省 令和5年度予算執行調査 (共 同生活援助)の調査結果①

総 括 調 査 票

―調査事案名 (15)障 害福祉サー ビス (共 同生活援助 )

令和 4年度 :1385866百万円の内数

(参 考 令和 5年度 :1472806百 万円の内数 )

府省名 厚生労働省
一般会計

瞳害保健福祉普 調査主体 本 省

組 織 ′F阜 生労働本省 障害者自立支援給付費負担金 取 りまとめ財務局

e調査事案の概要

【事薬の1所要】
共同生活l呂助 (以 下「グルーブホーム」という。)の総費用額は、障害福祉サービス全体の費用の伸びを上回つて増加している.そ の収支差ネは 全サービス平均より高

く、近年は営利法人が多数参入している.社会保障審議会障害者部会報告書においてIよ、「グルーブホームについては、近年、障害福祉サービスの実イ妻や経験が少ない事業
所の参入が多く見受けられ、嘩害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといつた支授の質の低下が懸念される,」 と指摘されている.障害福祉サービスの報

酬は事業者に支払われるが 必ずしも提供するサービスのコストや内容を適切に反映したものになつていないおそれがある。 【図 1～ 3】

【国 i】 グループホームの総資用額 〔園21グルーブホーム0)収支奮キ (図 3'営耳ll′云人ザう事秦所ユ神び率 (直近5年 )

300ち

200、

01

弁護サービス包括型    58%
うち営利法人     156箕

日中サービス支援型    69蛯
外部サービス利用型    81名

|

(1ユ グルーブホームは、主に夜間において、住居にお1す る相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上のl長助を 居住する建客者の特性に応して支援するサービ

スとされているが、具体的な支援内容についての明確な基準がない.

(2,基 本報酬が支援内容におした報酬体系となつておらず、サービス提供時間数に基づく報酬体系となつているが そのサービス提供蒔間数が 事業所が就菓規卿〕て任意

L設農二能生「常動勤務者が一週間に勤務すべき時間数1(以下「遇所定労働時間」という.)に基づき算出される 【表 1、 2】

【表 1】 グループホームの驚醸 (傷 介霊サービス包括型)                       〔表2】 サービス擢快時:口i数の考え方

:サービス提供時間致 =超 所定労働時 F日1:)、 )X(れ 1用 者数■算定要件 ,

(3)グ ルー フホーム内での介護業務について、
居宅介護等サービス載貫により支援が行われる

3a'単位′口

ヽ事彙所か弦婁授 R,Iて 任意 て設定可能 '2,キ聞未 1営の場合I=32時 間 として振われ る

|'l'利 用者致12人、す定要件 世話人 10 1以上)

サー ビス提供時掟長島教 ‐ 40時間 Xt和 〕用者徴 12入 ■ 6) = 80靖 P日1

例夕
`的

に、個人が居宅介菱等 サービスを利用できる特例措置を認めている.こ の場合、グルーフホームの感員に代わり
こととなるため、グルーブホームの報酬を減額しているが、和l用時間|三応して≧鍾立仝量醜佐聾壁五建翠塾二伍豊。〔表9】

【表3】 常傷1占置利用時のグループホームの議醸 (1,li介観サービス包括型)

…

|□震霊

=褒

口|…

―

※ 調査対象事表所のうち約 1割程度が4寺 例搭置を和1局 〔特例措置適用がない外部サービス利用型を除く)

世聾人 (4,1)以上  ▲223二 Wa  ▲ist単位I日   本10'ユ t′ロ  ー 居宅介護サービス等の利用購Pa与数に応しず、グルーフホームの報議の減額幅が―定

サービスの色鎮 I 希和3年度決算
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財務省 令和 5年度予算執行調査 (去口生活好剪)の調奪Ⅲ暑Q

総 括 調 査 票

(論点2参考資料② )

100

0.調 査結果及びその分析
●今後の改善点
検討の方向性2調査の視点

1 ゲループホームにおける家事提供の内容 1 グルーブホー

ムにおける家事提

供の内容

1 グルーブ

ホームにおける

家事提供の内容

事業所によつて支

l芸 内容や質にバラツ

キが大きいことに選

み 2塾f三を壁二▲
における障害者の方

の特性に応した具体

切
チ
速 勉 ■妨 橙

攀 ・

また、こヨ害者の方

Ω歳佐L廃モ上
=援内容や支援の質″踏

まえて、報酬体系を

見奮Lすべき,

(1)家事提供の内容
グループホームにおける家率提供については、 指定基準により、「調哩、

者と従業者が共同て行うよう努めなければならないJと 規定されているが、

:竃雲雷駆P読
る
重屠暫誓露頑¥登物の家事の提供状況について、事業所によって大きなバラツキがあり避 軽 聾 坐

違いが見られる。 【団 4】 この傾向は、平均障害支援区分が同一の事業所で比輩しても変わらない。 【回 5】

晶曇電老f錯蔀ξ鉾:鱈J秤持豚き走鼠絲懸tt伊翠宴雫と鋪≧繁T鐵

症事
孔 経手彗τ ttt_下 子毛 gi_ぅ。 F亀 ,a  

街

瞼
電畠魂魏解報彗蟄鍵君■翌.ャ

【国7】 毎日夜の食事を提供している4合の
他の家事提供状況 (平 均障害女撰区分a) =手守1,F

〔園5'一遇問
')家

手提供状況 (平 均障害支援区分3'→Ⅲ嶺

洗濯その他の家事等は、 として利用

【口4】 ―遍門の家事提供状況 (全体)s予 主ヽ串

現行の報酬体系は、

このため

Oグルーフホ~
ムにおける支援ぬ

容の具体的な基準
がなく、どのよう

な支援を行うかは

事業所の裁量に委
ねられている。

今回の調査では、

指定基準て努力義

務とされている家

事提供に着目し、

事業所において支

援内容に差異が生

しているか検証を

行つた ,

_財務省 令和5年度予算執行調査

(論点2参考資料③ )

(共同生活援鼻力)の調査結果③ ___ _

(1)世話人のサービス提供時間
事業所が定める,創 所定労働時間に基づき算出されるため、遇32グループホームにおけるサービス提供時間数は、

)は、〕目40時 間の事業所と比較 して B喜1のサービス欅して扱われる
【表3】

(2)
【国3二 連所定労働時間 【世話人】

このため

定めてと`

―
観■盤i窟 篭許瑠 :耗罵:盤

一一―一―王聖堅攣 夏二ぎ上毛f____よ :ぞ[■II± 1■ |=!lttiriを ■と「上

すをと岳ぞき手aaE策ぞ諌転瞑嫌轟手里笹安馬涌憂査謀講将系

'再

撹そ観鳥馬露3語麗せ零屏訂聖今素生裂房
報』Hを 減額する報醸体系となつていない。

(4)
このため、

て

また、 O、 10】

【口 9】 特颯強蛋0利用時囲 (平 均障害支後,【分 S)
常傷 1曽

=上
の支援を行 う事奈所は

唇宅介韮 Ⅲ 攀

重度訪問介護

晩    201   401   60ヽ    3伊 `   I∞
l

総 括 調 査 票

善点

向性
④今後の改

検討の方0調査結果及びその分析e調査の視点

2 グルーブホームにおけるサービス提供時FHl 2 グルーブホー

ムにおI十 るサービ

ス提供時間
ムにおけるサーピ
ス提供時間

各事業所が任意に

定める羞所定労働時

間によつて、報酬を

得るために必要な

サービス提供時間が

左右される実態に鑑

み、サービス提供時

間の宴魅やそのコス

二を重塑L亘鏃立h
報酬体系に見直すべ

生 。

特,l措置利用時の

グルーブホームの報

酬が、特例措置の利

用時間におした報酬

体系となつていない

ことから、4寺 務H終雷

の利用時間の実態を

蓬切に反映する報BH
休素に見直すべき。

また、同一の法人

が二重に報酬を得て

いる,lがあることも

踏 まえ、特例 惜置の

在 り方について も検

討すべ き。

O報酬を得るため
に必要なサービス

提供時間数十よ、各
事業所が就案規則
で任意に定める遅
所定労働詩聞に基
づき算出されるた
め、週所定労働時
間に差異が生して
いるか検証を行つ
ナ  .

O特 (列 措置による
居宅介護等サー ビ
スの

'甘

1用について
利用時間に差異が

生 しているか検証

を行つた

〔調査対象年度】
令和4年度

〔誤■‐
=封

家先致】

グルーフホ~ム
12175先

回笞致 56い 先

【口
'0】
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① 今般、共同生活援助を運営する事業者が利用者から食材料費を過大に徴収 している事案について、報道が
なされた。

O 共同生活援助事業者は、指定基楽において利用者から食材料費を徴収できる旨を規定するとともに、あら
かしめ、サービス (食事等)の内容や費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならないこと、運
営規程に利用者から徴収する食材料費の額を定めなければならないこととしている。

○ 事業者が、利用者から徴収した食材料費について利用者のために適切に支出しないまま、残額を他の賣目
に流用することや事業者収益とすることについては、共同生活援助の指定基準への違反に該当するとともに、
障害者虐待防止法の経済的虐待に該当する可含〕陛がある。これらの状況を受け、令和 5年 10月 20日付で、

共同生活援助における食材料費の取扱いについて共同生活援助事業所に対して改めて周知徹底を図るよう、各

都道府県・市町村に対し、事務連絡を発出した。

○ 同様の事案の再発を防止し、共同生活援助における食材料賣に関して一層の透明性を確保する観点から、共

同生活援助事業者において整備が義務付けられている会計に関する諸記録として、利用者から徴収した食材料

費にかかる記録が含まれることや、食材料賢として徴4又 した額については適切に管理すべき旨を改めて明示し

てはどうか。また、実賣を徴収できることとしている他の費用 (光熱水費、日用品費等)についても、同様の

対応をしてはどうか。

芍02

現状・ 課題

【論点 3】 共同生活援助における食材料賢の取扱いについて

グループホームおける食材料費の取扱い等について

(各都道府県・市町村宛事務連絡 )

(論点3参考資料②)

事 務 連 墓 貯書おの養疑者に対 する支優 専に 1策 す る法律 1子虚 23年法律第
'9号

】第 2楽第 7項 に湧定

する「廉害看編柱施設従事お等によう章書斎虚待 J(ア )う ち  「経済的虐待」 1祠 項第 5与
'

tt該 当 する可能性があ ツ
=す

ので こうした障害者ザ_F待 が疑われ る鳩合には :百案確認の徹

慮 をお郎いし
=す

=た
、食去オH資 の I子 か、尭築水費及び日祠品質!=つ いてもこれにキ して盛認や策年′を調 し

む 道府黒

市射
'

館喜保観福祉主曽部 (島す 脚中

厚生分魯省輩会・損重島鎌害保健種性師

企 画 素 質 査 指 導 室

購害権社課ね壕生活 発室障害者支 l秦室

グループオームにおける食料Ⅲ資の豪サよい等について

食41喜 資と して歳収 した標 については適切に管理す るとともに、結票 としてあ らか しめ算l

it夕 た食材4資 の額に表機が生 した鳴合には、精算 してを1用 者に残

`箕

を撃観することや 当

該事争所の J'l用 舌の今
`よ

の食 4ち 4費 として竜切に支出 す る苺によ り 惹正に患 り嫁 うゼヽ雲が

また 食
'ア

封費の籠やサー ぜスの,1春に ついては サービス利用田靖時凛びその変更時に

ぉい こ和:隔手に説明 し 司意 を得るとともに、資材湊 資の,支について子ll馬 きか ら求め られ

た岩合に蓮切に説明 を行 う必うがあ ること ,

曰(員 うヽ ら厚t労働行取の推進に御t4カ を瘍 ウ 厚〈働■中し上
`イ

ます

今侵、ブルーブホームを運営する事素舌力(て

'1用
者から資材率手費をと大に霊単してし`る事

=
1こ つとヽ て報通が′ょきれたとこうです.

グルーブホームについては 露き者0,日 常
=を

よび社会主者を構合働に支観するための法

律に基づ く鮨定算喜福祉サー ビスの事素等の人負 設n及び連営に田すると卒 (平 歳 18=

厚生オ働省令軒 17i号 以下 f国の定める指定奉手Jと いう。)に おいて 斉l用者から資材

4費 を観H質 てきる盲を規定するとともに、あらかしめ サービス (貴事毎)の内容や費用に

ついて表明を行い、秘用者の同
=を

得なければならないこと、こ営親程に利用
=か

ら争よす

/● 食材H費のほを定めなければならないこととしておψ 各お道府黒苺の兵傷において こ

れを多nⅢ した芸串 (以下「グルーブホームの衛宝基準Jと いう。)が定められているところ

〇 厚 生労働 省 五 会  顔蓮 島策 害 保健福 ■ 濤Fl

障吉権登謀聰撃
=君

 発連蔭宙者束懐室

地域移行支観篠

竜  語 :03-02,併 11'I f内 擦 )。045

亀電十滉発猛御Ⅲ内:食 中や

〇厚
=労
働省■会 l'霊島葺奮黒偉7口嚢部

亀
諏
議手議奨え≡,ぃ "那。

“"

事崇者が、r二月雪から歳収した食朽工費について利用者の食事のために重切に烹

“

しない

ます、残錬を他の費目に演用す0こ とや事卒をの Rヽ査とすることについては I嘉 の定める籠

定基準に連長するものであり 各

“

こ奮県纂の条伊lに おいて定めるグルーフ本一ム0〉

"定
と

■への連反にも践当するも,〉 とをえられます.

き都道潜啜 市町村におんヽれては、グルーブオームにおける主材舞費について 下記の

こ争霙霞たヨ8モ言憲a避子どどを二たFを :邁橿寮唇晋遷皇軍看缶EIよτt長蒼∃登
の
整弩!二夢打二写系生藍犯雲仔二雀看曇皇伝葉懸樹ほ極とた二F鷲まここ奉ぉ令の防止
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